
1 

 

都市拠点構想 新旧対照表 

 

該当ページ 現行 改正案 

P.6 ３ 都市拠点における公共施設のゾーニング 

（略） 

 

３ 都市拠点における公共施設のゾーニング 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.20 ８ 公共施設ゾーンの整備構想 

（略） 

山陰近畿自動車道の（仮）大宮峰山 IC までの区間については、現在、

工事が進められており、新たな市の玄関口が都市拠点内にできます。

IC から取付道路の計画位置周辺は、現在、農地が広がっており、その

近隣に小学校と商業地が立地する状況にあり、取付道路の整備により

８ 公共施設ゾーンの整備構想 

（略） 

山陰近畿自動車道の（仮）大宮峰山 IC までの区間については、現在、

工事が進められており、新たな市の玄関口が都市拠点内にできます。 

商業機能が集積する区域に公共施設を整備することで、気軽に立ち寄

りやすく、かつ、機能的にも相互補完をしあうことで、市民、市外来訪
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道路周辺の商業地化が進むことや、観光客など市外から道路利用によ

る流入増加が予想されます。 

しんざん小学校の教育環境や商業・交流機能が調和したまちづくりが

求められていることなど、都市拠点にふさわしい子育て支援、教育・文

化や芸術活動など人が集まる交流の拠点整備を進めます。 

 

者等の多様な人々の滞在・交流を促進し、多くの人が集まる都市機能が

集積されたエリア形成に向け、                  

                                

            都市拠点にふさわしい子育て支援、教育・文

化や芸術活動など人が集まる交流の拠点整備を進めます。 

 （１）公共施設ゾーンにおける施設敷地 

 しんざん小学校に隣接し、国道４８２号、峰山インター線、市道によ

り囲まれた区域を公共施設ゾーン     に設定し、このゾーン

のなかで施設敷地を特定していきます。 

 施設整備にあたり住宅等の既存建物や地域振興に極力影響ない場所

を施設敷地として特定します。 

 

（１）公共施設ゾーンにおける整備場所 

 国道３１２号と４８２号の交差点付近で、商業機能が集積する  

     区域を公共施設ゾーン検討エリアに設定し、このエリア

のなかで整備場所を検討していきます。 

 施設整備にあたり住宅等の既存建物や地域振興に極力影響ない場所

を整備場所として検討します。 
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P.29  （３）京丹後市都市拠点公共施設整備基本計画等検討会議設置要綱 
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P.30  
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P.30～34 （３）検討経過 

ア～ウ（略） 

 

（４）検討経過 

ア～ウ（略） 

エ 都市拠点公共施設整備基本計画等検討会議 

京丹後市都市拠点公共施設整備基本計画及び京丹後市都市拠点構想

の見直し検討をするために、京丹後市区長連絡協議会や市の公共的団

体の代表、各種審議会の委員、学識経験者などで構成する京丹後市都市

拠点公共施設整備基本計画等検討会議を設置し、検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


